
市
で
は
、
市
民
参
加
の
ま
ち
づ
く
り

を
推
進
す
る
た
め
、｢

名
寄
市
パ
ブ
リ
ッ

ク
・
コ
メ
ン
ト
手
続
条
例｣

に
基
づ
き
、

次
の
と
お
り
素
案
を
公
表
し
て
い
ま
す
。

ご
意
見
を
お
寄
せ
く
だ
さ
い
。

こ
れ
ま
で
『
新
名
寄
市
総
合
計
画
』

お
よ
び
『
第
２
次
名
寄
市
社
会
教
育
中

期
計
画
』
に
掲
げ
ら
れ
て
き
た
文
化
芸

術
振
興
の
た
め
の
条
例
に
つ
い
て
市
民

ホ
ー
ル｢

Ｅ
Ｎ-

Ｒ
Ａ
Ｙ｣

の
開
館
に
あ
わ

せ
制
定
し
ま
す
。

 

本
市
に
お
け
る
文
化
芸
術
振
興
に
関
す

る
施
策
を
推
進
す
る
た
め
、
基
本
理
念

を
定
め
た
上
で
、
市
民
主
体
の
活
発
な

文
化
芸
術
活
動
が
行
わ
れ
る
よ
う
市
の

責
務
と
市
民
の
役
割
を
定
め
ま
す
。

 

市
民
主
体
の
文
化
芸
術
活
動
を｢

育
て｣

、

市
民
が
文
化
芸
術
を
鑑
賞
し
た
り
発
表

す
る
場
の｢

環
境
整
備｣

、
ま
た
こ
れ
ま

で
培
わ
れ
て
き
た
文
化
芸
術
の｢

継
承｣

な
ど
の
理
念
を
定
め
、
文
化
芸
術
の
振

興
と
市
民
ホ
ー
ル｢

Ｅ
Ｎ-

Ｒ
Ａ
Ｙ｣

を
中

心
と
し
た
新
た
な
ま
ち
づ
く
り
の
創
造

を
目
指
し
ま
す
。

①
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
の
閲
覧

URL www.city.nayoro.lg.jp/

②
指
定
場
所
で
の
閲
覧

市
役
所
（
名
寄
・
風
連
庁
舎
、
智
恵

文
支
所)

、
図
書
館(

名
寄
本
館
・
風
連

分
館
）
、
北
国
博
物
館
、
市
立
大
学
の

情
報
公
開
コ
ー
ナ
ー
、
市
民
文
化
セ
ン

タ
ー
、
ふ
う
れ
ん
地
域
交
流
セ
ン
タ
ー
、

駅
前
交
流
プ
ラ
ザ｢

よ
ろ
ー
な｣

●
提
出
方
法

指
定
場
所
に
備
え
付
け
の｢

意
見
提
出

用
紙｣
に
住
所
、
氏
名
を
明
記
し
、
持
参

ま
た
は
フ
ァ
ッ
ク
ス
・
郵
送
・
電
子
メ

ー
ル
で
提
出
。

※
｢

意
見
提
出
用
紙｣

は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
か
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

●
意
見
募
集
期
間

７
月
１
日
(火)
～
30
日
(水)

●
提
出
先

〒
０
９
６‐

０
０
２
３

名
寄
市
西
13
条
南
４
丁
目

市
民
文
化
セ
ン
タ
ー
内

教
育
委
員
会
生
涯
学
習
課 

Fax
０
１
６
５
４
②
２
３
５
６

教
育
委
員
会
生
涯
学
習
課

０
１
６
５
４
②
２
２
１
８

｢

名
寄
市
文
化
芸
術
振
興
条
例(

素
案)｣

に
対
す
る

市
民
意
見
を
募
集
し
ま
す

市民の皆さんの
意見を反映する

パブリック
コメント

ny-public@city.nayoro.lg.jp

政
策
案
の
概
要
な
ど

意
見
の
提
出

担 

当

公
表
の
方
法

みどころみどころ

名寄市教育改善プロジェクト委員会の取り組み
市では、学校教育の今日的な課題に適切に対応するため、平成24年度に

市教育研究所内に、市内小中学校の校長と教頭および各校から選出された

教員で構成する｢名寄市教育改善プロジェクト委員会｣を設置しました。

本委員会では、知・徳・体の調和のとれた児童生徒の育成を目指し、

①学習指導の工夫改善

②校内研修（研究）の充実

③教育資源などの活用

の３つの研究グループに分かれ、小中学校の教育活動などの改善充実を図

る取り組みを推進しています。

また、次の３つの指定事業の取り組みと連動させながら学力向上や教員

の資質向上を図る取り組みなどを効果的に進めています。

問い合わせ 学校教育課（名寄庁舎３階）０１６５４③２１１１(内線３３７７）

北海道教育委員会指定

学校力向上に関する

総合実践事業

名寄小学校が｢実践指定校｣、４

小学校･４中学校が｢近隣実践校｣

の指定を受け、基礎学力保障や

人材育成などに取り組み、学校

改善を推進しています。

名寄中学校が｢拠点校｣の指定を

受け､｢ほっかいどうチャレンジ

テスト」の効果的な活用や学習

規律・生活規律の徹底などの学

力向上の取り組みをさらに推進

します。

全ての小中学校が研究指定を受

け、管理職が中堅教員を育て、

中堅教員が初任段階教員を育て

る研修計画・研修体制などを構

築します。

第
１
回
研
究
グ
ル
ー
プ
会
議

▼

委
嘱
状
交
付
式

▼

北海道教育委員会指定

ほっかいどう

学力向上推進事業

文部科学省指定

自律的･組織的な学校運営体

制の構築に向けた調査研究

エ

ン

 

レ 

イエ

ン

 

レ 
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